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〔
省

令
〕

〇
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
国
土
交
通
一
〇
六
）

J

〔
告

示
〕

〇
端
末
機
器
の
設
計
認
証
の
報
告
に
関
す
る

件
（
総
務
五
八
二
）

M

〇
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第

十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
発
行
し
た
割
引

短
期
国
債
の
発
行
条
件
等
を
告
示

（
財
務
四
一
八
、
四
一
九
）

P

〇
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第

十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
発
行
し
た
利
付

国
債
の
発
行
条
件
等
を
告
示

（
同
四
二
〇
〜
四
二
六
）

Q

〇
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
第
七
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
発
行
し
た
利
付
国

債
の
発
行
条
件
等
を
告
示

（
同
四
二
七
〜
四
三
五
）

J
M

〇
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
第
七
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
発
行
し
た
割
引
短

期
国
債
の
発
行
条
件
等
を
告
示

（
同
四
三
六
）

J
P

〇
文
化
財
を
登
録
有
形
文
化
財
に
登
録
す
る

件
（
文
部
科
学
一
四
一
）

〇
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
検
査
等
に
係
る
Ｏ

Ｃ
Ｒ
に
用
い
る
申
請
書
、
届
出
書
及
び
請

求
書
の
記
載
方
法
並
び
に
輸
出
予
定
届
出

証
明
書
、
自
動
車
検
査
証
、
自
動
車
検
査

証
返
納
証
明
書
、
自
動
車
予
備
検
査
証
、

限
定
自
動
車
検
査
証
及
び
検
査
記
録
事
項

等
証
明
書
の
表
示
方
法
に
関
す
る
告
示
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
国
土
交
通
一
三
六
一
）

K
K

〇
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請

に
お
け
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ

る
手
続
に
係
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

へ
の
記
録
方
式
等
に
関
す
る
告
示
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
（
同
一
三
六
二
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

K
M

特
殊
法
人
等

日
本
弁
護
士
連
合
会
裁
決
の
公
告
・
副
会

長
報
酬
規
則
制
定
、
特
定
計
量
器
型
式
承

認
関
係

J
J
Q

地
方
公
共
団
体

行
旅
死
亡
人
、
無
縁
墳
墓
等
改
葬
関
係

J
J
R

会
社
そ
の
他

J
K
I

会
社
決
算
公
告

〇
国
土
交
通
省
令
第
百
六
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
七
十
五
条
第
五
項
及
び
第
九
十
六
条
の
二
の
規
定
に

基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
九
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
八
項
中
「
国
土
交
通
大
臣
」
の
下
に「（
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
軽

自
動
車
検
査
協
会
）」を
加
え
、
同
条
第
十
項
中
「
国
土
交
通
大
臣
」
の
下
に「（
当
該
申
請
が
検
査
対
象
軽
自
動
車
の

新
規
検
査
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）」を
加
え
、
同
条
第
十
一
項
中
「
国
土
交
通
大
臣
」

の
下
に「（
当
該
照
会
が
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
新
規
検
査
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）」を

加
え
る
。

第
四
十
二
条
第
三
項
中
「
国
土
交
通
大
臣
」
の
下
に「（
当
該
申
請
が
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
予
備
検
査
に
係
る
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）」を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
国
土
交
通
大
臣
」
の
下
に「（
当
該
照
会
が

検
査
対
象
軽
自
動
車
の
予
備
検
査
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
）」を
加
え
る
。

第
六
十
二
条
の
二
の
三
第
一
号
中
「
当
該
電
子
証
明
書
」
を
「
そ
れ
」
に
改
め
、同
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、

第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
及
び
そ
れ
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
電
子
署
名
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
電
子
署
名
を
い
う
。）が
行
わ
れ
た
法
第
三
十
三
条
第
四
項
、
法
第
七
十
五
条
第
五
項
又
は
法
第
九
十
四
条

の
五
第
二
項
（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
事
項
の
提

供
を
受
け
る
方
法

第
六
十
三
条
第
二
項
中
「
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
」
を
削
る
。

第
七
号
様
式
の
三
中「

第
三
十
五
条
の
二
」

を「
第
三
十
五
条
」

に
改
め
る
。

（
自
動
車
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

自
動
車
型
式
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
中
「
次
に
掲
げ
る
自
動
車
」
を
「
二
輪
の
小
型
自
動
車
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

（
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

軽
第
一
号
様
式
及
び
軽
専
用
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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